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被保護母子世帯における
貧困の世代間連鎖と生活上の問題
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要　　　旨
本稿では，X市の個票データを使い，生活保護被保護母子世帯の持つハンディや生活保護受給期

間や就業を規定する要因について数量的に分析した。分析の結果，①母親の 3割以上が，成育期に
生活保護を経験しており，高卒未満という学歴や 10代出産など，成育期に発生した事柄が現在の生
活の負荷になっていること，②就労阻害要因には，母親の健康状態と学歴があること，③ DV，児
童虐待，母子の健康状態の悪化など，家族内のハンディが累積・集中していることが確認できた。
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1．はじめに　
（1）

生活保護受給者の増加とともに，生活保護制度は，セーフティネット機能だけでなく受給者が再

び経済的自立を果たすためのトランポリン機能の強化も求められている。政府は 2005年度より生

活保護受給者に対する自立支援プログラムを開始し，自立に向けた取り組みを強化している。この

取り組みの成否には個別世帯の抱える貧困に至る要因分析が不可欠であるにもかかわらず，日本で

は被保護世帯の生活実態，貧困要因に焦点をあてた研究蓄積は限られている。

母子世帯の貧困問題は，単純に保護率が極端に高く，
（2）

貧困に陥りやすい層というだけでなく，同

（1） 本研究は平成 22年度厚生労働科学研究費補助金政策科学推進研究事業「低所得者，生活困窮者の
実態把握及び支援策の在り方に対する調査研究」（主任研究者：駒村康平）の一環として行われた研
究成果である。また，慶應義塾経済学会ミニ・コンファレンスでの報告においての助言に対し，御礼
申し上げる。
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世帯の子どもにとって幼少期の経済的不利益が，学歴，健康，住居，家庭環境，意欲，児童虐待など

様々な面で社会的排除をもたらし，貧困の世代間連鎖の要因となりうることが指摘されている（阿

部 2008，山野 2008）。

本研究は，被保護母子世帯のケースワーク記録から抽出した個票データに基づいて，被保護母子

世帯の生活状況を分析し，親世代からの負の連鎖の有無，また貧困の連鎖が現在の母子の状況へど

のような影響を与えているか分析することを目的としている。

2．先行研究と本研究の意義

　（1） 新たな貧困問題の視点
日本では貧困研究は 1970年代までは盛んであったが，その後の経済成長とともに貧困の問題は注

視されずにいた。2000年以降，所得格差の問題が注目を集めるとともに，格差の固定化，世代間連

鎖の実証分析，貧困研究が活発化していった。分析対象も次第に大人や世帯から子どもへの格差，貧

困問題へと変遷していった。2000年代半ばには，大石（2005），阿部（2005，2008），山野（2008），

浅井・松本・湯澤編（2008）などが子どもの貧困問題を取り上げ，母子世帯の子どもの貧困率が 2000

年前後で 65～70％前後ときわめて高いことを明らかにした。さらに，厚生労働省は 2009年 11月

に OECD基準に基づく相対的貧困率を公表し，2007年時点の子どもがいる現役世帯の世帯員の相

対的貧困率は 12.2％であるが，ひとり親世帯の相対的貧困率は OECD諸国の平均値 30％を大き

く上回る 54.3％とし，子どもの貧困問題解消は焦眉の政策課題となった。

OECD（2008）および D’Addio（2007）は，OECD加盟国の格差や貧困の連鎖について興味深

い分析をしている。OECD諸国では 2000年以降ジニ係数でみた格差はわずかながら拡大傾向にあ

るものの，貧困率は上昇傾向にあり，とくにひとり親世帯など特定世帯に貧困リスクが集中し，貧

困の継続性や世代間の継承という貧困の深度が増していると指摘する。その背景には 1990年代半

ば以降，多くの国で所得再分配政策が低所得者に重点を置かなくなったことにあるという（OECD

2008）。

こうしたOECDによる分析には，日本のデータが除外されていることが多い。その理由は，日本

ではOECD基準に基づいた統計調査のデータは未公表であり，欧米のように長期にわたる大規模パ

ネルデータもないことにある。そのため，研究者は，「格差の連鎖」を親子間の所得階層，学歴，職

業の移動という経済状況の代理指標や 15歳の時の暮らしぶりの自己評価などで代用するしかない状

況にある。

養育された家庭の所得や環境面での不利益と青年期や成人後の貧困という状況の負の連鎖に関す

（2） 2008年度の生活保護の世帯保護率は 23.9‰であるが，母子世帯は 133.2‰で，全世帯平均を大幅
に上回っている（国立社会保障・人口問題研究所「生活保護の公式統計」）。
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る実証研究は，公的扶助の受給者が次世代へと引き継がれていく世代間連鎖が深刻な問題となってい

るアメリカでは多くの蓄積がある。
（3）

成育環境が子どもの将来に大きな影響を与え，そしてそれに対す

る介入の有効性については，ペリープレスクールの長期追跡調査を行った Schweinhart and Montie

（2004）がある。

親の学歴以上に世帯所得が，子どもの行動や健康よりも認知能力に顕著な影響を与えるという研

究（Duncan and Brooks-Gunn 1997）や，家庭の所得水準が健康や死亡率に影響を及ぼすだけでな

く，子どもたちの経済的な成功や健康，健全さに深くかかわるリテラシー（印刷・記憶された情報を社

会のなかで活用し，その人の目標を達成したり，その人の知性や能力を発展させたりする能力）にも影響を

与えるとする研究（Marmot 2004）や，子ども時代の貧困やストレスによって，脳の形成に悪影響が

及んだ結果，低所得者家庭の子どもの記憶力，学力が低下しているとの報告（Evans and Schamberg

2009）など，親の経済状況が子どもの学歴，所得に及ぼす影響，子どもの人的資本面での不利益と

貧困，健康，学力など幅広い分野の不利の世代間連鎖が明らかにされている。
（4）

また，貧困家庭に育った子どもほど人的資本の収益率が低くなり，大学での奨学金，職業訓練，減

税などの支援も効果を生みにくいという報告（Carneiro and Heckman 2003）もあり，長期間の不利

の蓄積を解消するのは容易ではない。日本でも，青砥（2009）の調査による高校中退者の経済的困

窮状況と圧倒的な学力不足を考慮すると，高校受験時や入学時での補習教育時では，不利の挽回に

は遅きに失している。Sherman（1994）は，子ども時代に 1年間貧困状況にあると生涯賃金は約 1

万 2,000ドルも減少するだけでなく，貧困問題は医療費，治安対策コストなどの増加にもつながる

という。同研究は，子どもたちを貧困から脱却させるコストを試算しているが，この費用の方が貧

困によって失われた社会コストよりも安いという結果は注目に値する。

またフィンランドでは，1972～1977年にかけて，修学年数の 6年延長と統一カリキュラムを導入

したが，Pekkarinenら（2006）は父と息子の世代間の所得の相関を調査し，これが改革後 7％ポイ

ント減少したと試算している。こうした研究は，義務教育期の貧困対策や教育システムの充実が，

子どもの格差の固定化を防ぐ手段として有効であるという示唆を与えてくれる。

　（2） 日本の貧困の世代間連鎖に関する先行研究
先述したように，日本には大規模パネル調査による政府統計が存在しないため，貧困の世代間連

鎖に関する先行研究は，以下の 2つのパターンに大別される。1つめは，すべての所得階層を対象

（3） D’Addio（2007）の研究サーベイ，OECD（2008，2009）は多くの示唆に富む。
（4） Schiller（2008）は，アメリカの貧困と差別を，様々なアプローチ，データを用いて包括的に検証

した研究である。先駆的な研究としては，アメリカのジャーナリストの Sheehan（1976）は『福祉
母親（Welfare Mother）』で，AFDC（Aid to Families with Dependent Children）を受給する母
子家庭の調査でその成育歴，生活様式，価値観，子どもたちの教育などを分析し，子どもたちが親と
同様に社会的依存や反社会的行動に至る軌跡を描き，大きな論争を巻き起こした。
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とした統計調査データから，親と子世代の所得や学歴などの経済的側面を説明する変数の移動状況

を追跡する手法である。しかし，成育期の親の所得水準を回顧させるのが困難であるため，ほとん

どの研究は親の学歴や職業などの代理指標や 15歳の時の暮らしぶりを相対評価させる方法で子ど

もの頃の成育環境を推定し，現在の所得水準や学歴，暮らしぶりと比較している。このような手法

は，多数の標本数が得られる利点がある一方で，十分な数の「貧困」経験がある者を標本数として

確保するのが難しいこと，また子ども時代の養育環境はあくまでも推定値にすぎないという限界も

ある。もう 1つは，パネル調査や生活保護受給者に対象を限定してアンケートや聞き取り調査を行

い，分析する方法である。前者と比べ十分な標本数を確保するのが難しいが，より詳細な調査結果

が得られるという利点がある。

① 代理指標に基づく貧困の世代間連鎖の研究

社会学の研究では，佐藤（2000）が社会移動全国調査（通称：SSM調査）を用いて，上層ホワイト

カラー層で世代間移動の固定化が進んでいるとする研究がある。SSM調査は長期間の追跡が可能な

パネル調査ではあるが，調査項目に「所得」がなく，「職業」だけで所得階層の世代間移動を分析す

るには限界があった。その後続く多くの先行研究は，各種代理指標から親の所得階層を推定し，本

人の現在の所得階層などと比較，分析して世代間連鎖を検証する手法が中心となっている。

佐藤・吉田（2007）は，SSM調査と日本版総合社会調査（JGSS調査）から，父親の学歴，職業

データから擬似的に父親コーホートを作成，父親の所得を回帰分析で推定し，擬似パネルデータに

よって貧困の世代間連鎖を検証している。その結果，所得四分位による最上位層で世代間移動が進

んでいるが，「貧困の世代連鎖」は弱く，むしろ「富裕の世代連鎖」が強いとしている。
（5）

また，大石

（2007）は，アンケート調査から回答者の 15歳時点における世帯所得に関する回顧的評価を手がか

りに，世代間連鎖を分析している。その結果，親の低学歴は子どもの低学歴につながるものの，現

在の所得環境の間には明確な相関関係がみられないとしている。小塩（2010）は，JGSS調査の個

票データに基づき，大石（2007）同様に 15歳時点における世帯所得に関する回答者の回顧的評価か

ら，内生性をコントロールして，子ども時代の貧困がその後の人生をどの程度規定するかを実証分

析している。その結果，一般的な認識や多くの先行研究と同様に，子ども時代の貧困経験は，最終

学歴，成人後に得る所得，幸福度や主観的健康度も低く，その将来に無視できない影響を及ぼして

いるとしている。しかし，データの制約として，標本の約 4割が大卒者で比較的富裕層が多いこと，

「貧困」の指標を各回答者の世帯の等価所得の中央値の 50％を下回る世帯を「貧困」とみなす方法

を採用しているため，本研究でみる「生活保護受給」というスティグマを伴う圧倒的な貧困状況の

（5） 橘木・八木（2009）は父親の高学歴，職業効果と子どもの高校ランクには密接な関係があるとし，
富裕層の連鎖を説明している。
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世代間移転分析とはやや方法が異なる。

② 母子世帯，低所得者を対象とした貧困の世代間連鎖の研究

母子世帯，低所得者を対象とした貧困の世代間連鎖に関しては，青木（2003），岩田・濱本（2004），

石井・山田（2009），後藤（2006），阿部（2006），藤原（2007），中囿（2006），福岡県立大学付属研

究所（2008），中村（2010），道中（2009），藤原・湯澤（2010）などの先行研究がある。

青木（2003）は，母子世帯の「貧困の世代内再生産」を明らかにするため，丹念なインタビュー

調査を行っている。被保護母子世帯数は 19世帯と限られているが，明確に子ども時代に「生活保護

の経験がある」とするものは 3例，経済的困難があったとするのが 15例であった。被保護母子世帯

の母親は，低学歴や疾病という直接的な経済的不利の要因を抱えているだけでなく，幼少時代にも

経済的困窮の経験がある者が多く，前夫もまた経済的困窮のなかで育っていたことを明らかにして

いる。ここから，「格差社会の問題は，所得格差（経済学的研究）が貧困者の QOL（教育格差，希望

格差などの生活の質）を低下させ，貧困の世代間継承にいたり（社会学的研究），これが企業やマクロ

経済の生産性をも低下させる（経済学的研究）」（安田・塚本 2010，p.110）アプローチへとつながっ

ていく。

青木（2003）の先駆的研究によって，研究者の視点は大規模調査による母子世帯，女性の貧困問

題の検証へと発展していく。岩田・濱本（2004）は，家計経済研究所によるパネル調査を用いて，

「生活保護基準」に基づく女性の貧困動態研究を行っている。同研究は，女性のみを対象とし，成人

後の 9年間の貧困動態の追跡という制約はあるが，女性にとって貧困に結びつきやすい要因として

「離死別経験」，「子ども 3人以上」，「中卒」などの要素を指摘している。また，持続・慢性型貧困に

陥りやすい要因として「未婚継続」，「離死別経験」，「子ども 3人以上」，「離職」，「借家居住」，「標

準的生活様式からの脱落」，「就業変動回数」など，多重貧困リスクを統計的に明らかにしている。

石井・山田（2009）は，慶應義塾家計パネル調査（KHPS）より，世帯主の年齢，学歴，就業形態

をコントロールしてもなおひとり親世帯という属性自体が慢性的貧困（3年間の持続的貧困）リスク

を高めていることを確認している。

後藤（2006）は，生活保護受給母子世帯と非受給低所得母子世帯を，Capabilityア
（6）

プローチを用

いて比較している。「ディーセント（恥ずかしくない）衣食の状況」と「社会活動・将来設計」の点

からみると，生活保護受給母子世帯と非受給低所得母子世帯のそれぞれの達成度は逆の関係にあり，

保護の補足性の原理から必需品の消費以外を制限される生活保護受給母子世帯は，衣食は足りるが，

社会活動・将来設計のために給付を使用できず，母子加算の廃止を疑問視している。

（6） アマルティア・センの潜在能力アプローチを社会政策に適用する概念である。潜在能力アプローチ
については，後藤（2007）を参照。
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阿部（2006）は，世帯の相対的剝奪指標と
（7）

世帯所得の分析を行い，とくに母子世帯に剝奪指標が

目立つという。しかし，他の世帯類型を比較すると，母子世帯全体の一般剝奪指標よりも子どもの

剝奪指標の格差が小さいことから，母子世帯の母親が無理をして「子どものため」に家計をコント

ロールしているとする。

藤原（2007）では，（独）日本労働研究機構の「母子世帯の母への就業支援に関する調査」（2001

年）を用いて，生活保護制度と児童扶養手当受給世帯それぞれの特徴を分析している。生活保護受給

世帯と非受給世帯を比較した特徴として，「多子」，「母親の就業率の低さ」，「健康状態の悪さ」，「学

歴の低さ」には前者が顕著に多いという違いがあるものの，母子世帯になってからの期間や母子世

帯になる前の就業状態には差がみられないとしている。ただし，調査対象者に相対的に高所得者が

多く，被保護母子世帯が全体の 4％程度（67サンプル）にすぎず，生活保護受給者の調査という点

では限界がある。また，就労環境や意欲の調査項目は豊富であるが，幼少時の生活保護受給経験や

現在の子どもの状況に関する調査項目がないために，貧困の動態分析はされていない。

このように，大規模標本によるアンケート調査では，「生活保護受給者」の属性や特徴を捉えるに

はその限界がみえていた。生活保護受給者に焦点を絞りながら，一定の標本数を確保した研究とし

て，中囿（2006），福岡県立大学付属研究所（2008），中村（2010），道中（2009）がある。中囿（2006）

は北海道釧路市の被保護母子世帯のアンケート調査から，母親の父母の学歴，職業，生活保護受給歴

などを調査している。父では 4割，母では 5割が中卒・高校中退者であり，父母とも雇用形態は無

職や非正規社員が多く，経済的に不安定な家庭での成育経験者が多いことを明らかにしている。福

岡県立大学付属研究所（2008）は，旧産炭地の福岡県田川地区における生活保護廃止台帳の詳細な

分析を行い，保護 2世，3世，4世と代を重ねるごとに深刻化する長期の貧困状態や貧困の悪循環に

よる負の影響を指摘している。また同調査をもとにした中村（2010）は，被保護者の自立阻害要因

を分析し，自動車免許・資格取得や保護開始直後の就職動機付けが重要であると主張する。

道中（2009）は，被保護世帯の貧困の世代間連鎖について調査し，被保護世帯の 4分の 1が生家

での生活保護受給歴があり，母子世帯ではこの割合が約 4割にもなり，被保護世帯のなかでも母子

世帯の貧困の世代間連鎖の強さを指摘している。

また，「貧困の世代間連鎖」に直接焦点をあてた研究ではないが，藤原・湯澤（2010）は，被保護

母子世帯の開始・廃止要因の実証分析を行っている。道中（2009）同様，成育歴・保護歴について

調査しており，長期的な困難を経験してきた世帯が多く，保護廃止には「高卒以上」の学歴や資格

取得が有効であることを統計的に明らかにしている。しかし，保護廃止世帯を調査対象としている

ため，健康面や学歴などの不利の蓄積が相対的に小さい者が多いという特徴がある。

（7） 世帯所得などの指標ではなく，家庭内の設備や社会生活，医療などのアクセスや住環境などの保持
状況を調査し，必要な資源の不足のために，規範的に期待されている生活様式を共有できない状態を
指し示す概念である。
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　（3） 母子世帯の子どもへの負の連鎖 DV，虐待経験を手がかりに

本研究では，成人していない子どもへの負の連鎖を母親の DV経験，虐待経験という成育環境か

ら検証する。すでに多くの先行研究で，経済的不利益が子どもの進学，持ち物，医療機関へのアク

セスなど多岐にわたることは知られているが，子ども自身の努力では克服できず，さらに心身面に

長期的かつ甚大な影響を与える成育環境と貧困の関係についても分析する。

児童虐待と貧困の関連は，東京都福祉保健局（2005），松本編（2010）など多くの調査研究で虐待

の背景には経済的困窮やひとり親などがあることが指摘されている。
（8）

母親の DV経験と児童虐待に

は密接な関係がある。八木ほか（2003，2007）は，市民意識調査から「DVの被害体験」や「親から

の暴力の経験」と，「子どもへの虐待の経験」という暴力連鎖を調査している。DVの被害経験が多

い，あるいは親からの虐待経験を受けた人ほど，子どもへの虐待の経験があり，男性よりも女性に

連鎖が強く表れるという。益田・浅田（2004）では，児童相談所の相談事例から DV家庭の被害者

の母親の 3割が子どもに暴力を加えており，暴力が弱い立場への子どもへと連鎖する様相を明らか

にしている。松本ほか（2010）の児童相談所の事例に基づく研究では，経済的困窮度が高い世帯ほ

ど児童虐待が重症化しており，児童虐待の家庭で夫婦間の暴力，その疑いがある割合は 26.1％と，

経済的困窮と虐待と DVの密接な関係を指摘している。

児童虐待が子どもの心身に及ぼす悪影響は自明のことであるが，DVのように直接子どもが暴力

の被害を受けなくても，DVの目撃経験は子どもに長期にわたって様々な悪影響を及ぼしている（戒

能 2006）。

3．本研究で用いるデータ

本研究では，自立支援および子どもの養育環境への影響という視点から，被保護母子世帯の母親

の就労状況と子どもの虐待経験について実証分析を行う。ここでいう母子世帯とは，生活保護制度

上の定義と同じで，現に配偶者がいない（死別，離別，生死不明及び未婚等による）65歳未満の女子

と 18歳未満のその子（養子を含む）のみで構成されている世帯をいう。用いるデータは，大都市圏

近郊の X市における 2回の調査である。2008年調査（2008年 9月 1日から 11月末日の間に調査した

214世帯，被保護母子世帯に対する抽出率 15.2％）と 2010年調査（2010年 2月 1日から 3月末日の間に

調査した 104世帯，被保護母子世帯に対する抽出率 9.4％）で，いずれも調査期間中に廃止した世帯は

（8） 2008年度の 4月から 6月までの全国の児童相談所に児童虐待として通告された事例（8,108件）す
べてを分析した全国児童相談所長会の調査結果「児童相談所における家庭支援への取り組み状況調査」
によれば，「虐待につながると思われる家庭・家族の状況」として，1位が「経済的な困窮」33.6％，
「虐待者の心身の状況」（31.1％），「ひとり親家庭」（26.5％），「夫婦間不和」（18.3％），「不安定な
就労」（16.2％）と続き，経済基盤の不安定さと心身の状況悪化が背景にあることが分かる。
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表 1 記述統計量

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
本人年齢（歳） 318 17 61 35.61 7.85

高卒以上ダミー（高卒以上＝ 1） 318 0 1 0.45 0.50

母就労ダミー（就労＝ 1） 318 0 1 0.42 0.50

本人の稼働収入（円／月） 318 0 205,000 32,702.66 47,964.86

世帯人員（人） 318 2 7 2.92 0.85

受給期間（月数） 311 2 183 38.37 31.60

最低生活費（円／月） 318 123,690 362,840 215,815.44 45,442.08

世代間の生活保護受給歴（あり＝ 1） 318 0 1 0.32 0.47

過去の生活保護受給歴（あり＝ 1） 318 0 1 0.40 0.49

10代の出産経験（あり＝ 1） 318 0 1 0.19 0.39

DV経験（あり＝ 1） 318 0 1 0.22 0.41

非嫡出子（あり＝ 1） 318 0 1 0.19 0.39

児童虐待経験（あり＝ 1） 318 0 1 0.09 0.29

母病気ダミー（あり＝ 1） 318 0 1 0.53 0.50

母精神疾患数 318 0 3 0.38 0.67

母身体疾患数 318 0 7 0.48 0.93

子病気ダミー（あり＝ 1） 318 0 1 0.25 0.43

注 1：受給期間（月数）のみ，不明者が 7名いるため，標本数が 311 人である。
　 2：「最低生活費」とは，生活保護法に定める方法で，X 市の級地別に世帯主，世帯人員の年齢などの情報

から居宅第 1類，第 2類以外に母子加算，児童養育加算，教育扶助，住宅扶助を合計した金額である。

除外している。調査項目の記述は，被保護者本人の申告，医師の「医療要否意見書」や「医療レセ

プト」の記載傷病名などの客観的な健康データに基づき，ケースワーカーによって記載されている。

調査データは秘匿処理を施されているが，データ収集時に両者の間で同一世帯の重複はないことを

確認している。

以下，本調査の特性を厚生労働省「平成 20年被保護者全国一斉調査」（以下全国調査と省略）と藤原

（2007）が再集計した（独）日本労働研究機構の「母子世帯の母への就業支援に関する調査」（2001

年，以下 JIL調査と省略），中囿（2006）の再集計による「釧路市の母子世帯の母への就労支援に関

する調査報告」（2004年，以下釧路調査と省略），福岡県田川地区の廃止台帳を分析した調査（福岡県

立大学付属研究所，2008，以下田川調査と省略）などと比較していこう。

　（1） 記述統計量

表 1は，2008年調査，2010年調査をプールした主な調査項目の記述統計量である。

　（2） 年齢構成

表 1のように，本調査の被保護母子世帯の母親（世帯主）の平均年齢は 35.61歳である。表 2から

本調査の年齢分布を全国調査（平均年齢 38.4歳）や釧路調査と比べると，やや 20歳未満，20代が
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表 2 被保護母子世帯の母親（世帯主）の年齢分布の比較

本調査 被保護者全国 釧路調査
母親の年齢 2008年調査 2010年調査 合計 一斉調査（2008年）（2004年）

実数 （％） 実数 （％） 実数 （％） 実数 （％） （％）
20歳未満 5 2.3 0 0.0 5 1.6 40 0.1 0.0

20–29歳 38 17.8 27 26.0 65 20.4 4,360 10.8 11.7

30–39歳 101 47.2 45 43.3 146 45.9 18,830 46.8 49.0

40–49歳 61 28.5 30 28.8 91 28.6 14,340 35.6 38.7

50–59歳 8 3.7 2 1.9 10 3.1 2,590 6.4 –

60–69歳 1 0.5 0 0.0 1 0.3 70 0.2 –

総数 214 100.0 104 100.0 318 100.0 40,230 100.0 99.4

平均年齢 36.0歳 34.9歳 35.6歳 38.4歳 –

注：釧路調査の 40–49 歳の値は，40–44 歳と 45 歳以上の各値の合計である。
出典：厚生労働省「平成 20 年被保護者全国一斉調査」，中囿（2006）より筆者作成。

多く，40代，50代が少なく，平均年齢は 3歳程度若い。

　（3） 学歴
表 1より母親の最終学歴をみると，「高卒以上ダミー」（高卒以上（専修学校，各種学校卒含める））は，

0.45であり，中卒・高校中退などの低位学歴を持つ者は約 55％である。「被保護者全国一斉調査」

には学歴の調査項目がないので，JIL調査や釧路調査，田川調査による低位学歴率（42.0 ％，37.2

％，58.5％）と比べると，調査によって数値に幅があるが，本調査の低位学歴率は田川調査に近い

結果となった（表 3参照）。
（9）

　（4） 就労状況と疾病状況
表 1から，母親の就労率は 0.42であり，約 58％の母親が無業である。母親の就労率は全国調査

では 50％であるが，本調査や釧路調査は 40％前後とやや全国平均より低い（
（10）

表 4参照）。また，就

労している者の業態の内訳をみると，本調査，釧路調査とも非正規が 80％以上を占め，稼得収入が

期待できる正規に従事できているのは，ごく少数にすぎない。児童扶養手当受給者の稼働率は 84.5

％（厚生労働省『平成 20年度母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告』）という数値と比較しても，

被保護母子世帯の就労率は他の低所得者母子世帯に比べ極端に低い。

無業者が多い一番の理由は，病気である。本調査で示した「疾病状況」は，本人の「主観的健康

観」
（11）

ではなく，先述した客観的データに基づいているが，具体的な稼働能力の活用が可能かどうか

の判断や，可能であればどの程度の就労が可能かといった傷病の程度や仕事への影響については把

（9） 道中（2007）による調査では，母子世帯の母親の低位学歴率 66.0％，高校中退率 27.4％であった。
（10） JIL調査を用いた藤原（2007）では，生活保護受給中の母親の就労率は 52％だが，非受給世帯の

就労率は 89％と相当高い。
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表 3 被保護母子世帯の母親の学歴分布

本調査 JIL調査
（2001年）

釧路調査
（2004年）

田川調査
（2004，
2005年）2008年調査 2010年調査 合計

実数 （％） 実数 （％） 実数 （％） （％） （％） （％）
中学校卒 76 35.5 21 20.2 97 30.5 42.0 17.5 58.5

高校中退（専修学
校・各種学校中退
含む）

47 22.0 30 28.8 77 24.2 19.7

高校卒（短大・大
学中退含む）

72 33.6 45 43.3 117 36.8 42.0 51.1 35.4

専修学校・各種学
校卒

6 2.8 0 0.0 6 1.9 6.0 7.3

6.1

短期大学・高等専
門学校卒

13 6.1 4 3.8 17 5.3 7.0 2.2

大学卒 0 0.0 4 3.8 4 1.3 3.0 0.0 0.0

大学院卒 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

合計 214 100 104 100 318 100 67（100） 137（97.8） 82（100）
注 1：釧路調査は，原数値合計が 100 ％にならない。
　 2：田川調査は，卒業の有無にかかわらず，最後に学んだ学校を「最終学歴」としているが，中途退学者数を考慮し，筆

者が最後に卒業できた学校を「最終学歴」として再計算している。また，小学校卒業 1 名を中学校卒業とみなした。
出典：藤原（2007）p.13，中囿（2006）p.11，福岡県立大学付属研究所（2008）pp.114–116 から筆者作成。

表 4 被保護母子世帯の母親の就業状況

本調査
被保護者全国
一斉調査
（2008年）

釧路調査
（2004年）

2008年調査 2010年調査 合計
　実数　 （％） 　実数　 （％） 　実数　 （％） 　実数　（％）　実数　 （％）

就労 94 43.9 41 39.4 135 42.5 43,440 50.8 346 40.6

　正規 14 （14.9） 7 （17.1） 21 （15.6） （7.7）
（自営含む）
　非正規 80 （85.1） 34 （82.9） 114 （84.4） （87.7）
（内職含む）
　不明・無回答 – – – – – – （4.6）
不就労 120 56.1 63 60.6 183 57.5 42,030 49.2 507 59.4

合計 214 100.0 104 100.0 318 100.0 85,470 100.0 853 100.0

注 1：（ ）内の％は，就労を 100 ％とした場合の業態の内訳である。
　 2：「被保護者全国一斉調査」では詳細な業態が掲載されているが，本調査と定義が異なるため省略している。
　 3：釧路調査では，「正社員」を「正規」に，「パート」，「アルバイト」，「嘱託・準社員・臨時職員」，「派遣」の合計を「非正

規」とみなして筆者が再計算した。
出典：厚生労働省「被保護者全国一斉調査」，中囿（2006）p.12，16 より筆者作成。

握できない限界がある。

表 1から，母病気ダミーは 0.53で，母親の 53％がなんらかの病気を抱えている。また病名が 1
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表 5 本人雇用形態・学歴別の平均月収

母の就労形態

本人学歴

合計
中学卒

高校中退
（専修・専門
学校中退）

高校卒
（大学中退）

専門学校卒 短大卒

2008年
調査

非
正
規

実数 30 10 34 2 4 80

平均月収（円） 63,374 60,279 64,735 100,000 67,204 64,673

正
規

実数 3 4 6 0 1 14

平均月収（円）117,165 152,853 136,689 141,506 137,468

合計 33 14 40 2 5 94

2010年
調査

非
正
規

実数 7 8 19 0 0 34

平均月収（円） 56,459 59,936 62,213 – – 60,492

正
規

実数 1 3 3 0 0 7

平均月収（円）189,837 94,596 152,321 – – 132,907

合計 8 11 22 0 0 41

つではなく，複数の病気を罹患する者も多い。
（12）

とくに母親の精神疾患の罹患率が 2008年調査で 33.4

％，2010年調査で 35.6％と高いのも特徴である。こうした体調が優れない者が多いことも，不就

労，低収入の原因となっている。

　（5） 収入

表 5は，就労している者に限定した 1ヶ月の平均月収（稼働収入のみで各種社会保障給付や仕送り額

を除く）の平均値である。表 3に示したように，本調査の標本に低学歴者が多いことを考慮し，学

歴別・就労形態別に平均月収をあらわしている。標本数がかなり限られるので注意が必要であるが，

非正規か正規かで月収には差がみられるが，同じ就労形態のなかで比較すると，学歴は月収額に有

意にプラスにはなっていない。藤原（2007）は被保護母子世帯の留保賃金水準を月額 15万円と計

算しているが，本調査のケースはほとんどがその水準に及ばない。釧路調査でも，有職者の年収は

100万円未満が 3分の 2を占め，平均年収は 84.8万円（月額約 7.1万円）であった。

（11） 主観的健康状態を用いた先行研究でも，被保護母子世帯の母親の健康状態は芳しくない。藤原（2007）
は被保護母子世帯の主観的健康状態を分析しているが，「よくない」，「あまりよくない」の合計は 21

％である。中囿（2006）の釧路調査でも，主観的健康状態が「健康」である者は 4割に満たず，無職
母子世帯では「健康」である者は 26.4％にすぎない。

（12） 2008年調査では 214人中 98人が複数の病名を持ち，16人が精神疾患と身体疾患の両方を罹患し
ている。2010年調査では 104人中 59人が複数の病名を持ち，13人が精神疾患と身体疾患の両方を
罹患している。
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4．貧困の世代間連鎖

　（1） 本データでみる貧困の世代間連鎖の状況

表 1でみるように，成育期に生活保護を受給した経験のある者（世代間受給歴）
（13）

は 32％おり，2008

年調査では 68人（31.8 ％），2010年調査では 34人（32.7 ％）で，調査年による差はない。一方，

釧路調査による生活保護を受給した経験率は 14.8％で，田川調査の全標本では，児童期の生活保護

歴は 8.4％で本調査よりも低い結果であった。しかし，釧路調査は自己申告によるアンケートであ

るため，強いスティグマのある生活保護歴を記載しなかった可能性があること，また「わからない」

「未回答」の合計が 7.3％にもなることに注意しなければならない。一方，田川調査では同項目は保

護台帳の必須記載事項ではなかったため，記録漏れによる過小推計の可能性を福岡県立大学付属研

究所（2008）は言及している。それでも，保護第 2，第 3世代と若年世代ほど児童期の生活保護歴

がある者が増加する傾向があり，昭和 40年代生まれ以降の世代では 29.4％と過小推計であったと

しても，本調査とほぼ同程度の数値であった。さらに，同調査によれば，親や子ども，兄弟姉妹な

どの親族などが「現在」生活保護を受給中という世帯（全標本中）は 47.8％であるが，昭和 40年代

生まれ以降の世代に限定すると 56.5％になり，親族間の負の連鎖も若年世代になるほど強くなる傾

向にある。

先述したように，本調査の標本は，昭和 40年代生まれ以降の世代が 82％を占める若年者が多い

特徴がある。よって，本調査における貧困の世代間の連鎖が他の調査に比べ高い結果となった要因

の 1つとして，親子間の貧困の連鎖がより強くなる傾向にある若年世代が相対的に多かったためと

（13） 生活保護被保護中の世帯ではなく，一般世帯の児童が成人になるまでに一度でも生活保護を受ける
可能性，すなわち一般世帯の子どもの生活保護経験率がどのくらいあるのかというデータは存在しな
い。そこで，生涯のうち交通事故に一度でもあう確率を計算する方法（国土交通省社会資本整備審議
会 第 1回道路分科会 平成 14年 3月 5日），つまり 1年間で事故にあわない確率を期間分だけ累乗
し，それを 100％から引く方法と同様の考えにしたがって，1952–2008年までの各年齢別（0–19歳）
の被保護率を事故確率（リスク）と見なし，その間で 1回でも生活保護を経験する生活保護経験率を
推計した。リスク変数をこの間の被保護率の年齢別平均値を使った場合は，19歳までが 24.7％，17

歳までが 23.9％，15歳までが 23.1％となる。同様に，この間の被保護率の中央値を使用すると，19

歳までが 20.0％，17歳までが 19.4％，15歳までが 17.7％であった。しかし，1960年代までは被
保護率が高かったこと，本データの母親の平均年齢が約 35歳であり，1970年代以降生まれが中心で
あったことから考慮すると，1952–2008 年までの平均値や中央値での推計は過大になる可能性があ
る。そこで，1970年以降のデータに限定して推計すると，19歳までが 15.6％，17歳までが 14.9％，
15歳までが 13.1％となる。被保護世帯における成育期間と考えると 15歳の 13.1％が本データの比
較対象になるであろう。ただし，この 13.1％とてかなり過大推計になっている可能性がある。この
計算法では，各年の生活保護経験率が独立に発生しているという前提がある。もちろん，貧困状態は
一定期間続くため各年のリスクが独立とすると，生活保護経験率を過大に推計することになる。
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表 6 世代間の生活保護受給歴の有無と母親の学歴，過去の生活保護受給歴との関係

学歴 生活保護の受給歴
中卒・高
校中退

高卒以上 　合計 　なし 　あり 　合計

世代間受給歴なし
実数 105 111 216 159 57 216

％ 48.6 51.4 100.0 73.6 26.4 100.0

世代間受給歴あり
実数 69 33 102 31 71 102

％ 67.6 32.4 100.0 30.4 69.6 100.0

合計
実数 174 144 318 190 128 318

％ 54.7 45.3 100.0 59.7 40.3 100.0

注：いずれの関係も，Pearson のカイ二乗検定で，1 ％水準で有意である。

考えられる。この数値差についての詳細な検討は，今後の研究課題としたい。

表 6は，世代間の生活保護の受給歴と母親の学歴，過去の生活保護受給歴との関係をあらわして

いる。学歴との関係をみると，中学卒・高校中退の割合は，明らかに世代間の受給歴が「あり」と

する者が多い。生活保護制度において，本調査の対象者である母親が中学生前後の時代は，高校就

学費用が生業扶助としては認められていなかった。
（14）

仮に中学 3年生の時点で被保護世帯でなかった

としても，経済的に困窮していた可能性は十分考えられる。こうした生家での経済的な不利益が低

学歴に直結したと考えると，表 3でみるように釧路調査や JIL調査に比べ，本調査に低学歴の者が

多いことも理解できる。

世代間での生活保護受給歴は，生家から独立した後の生活保護の受給歴にも影響を与えている。本

調査の生活保護の受給歴がある者は 40.3％であり，田川調査の母子世帯では 57.8％であった。「平

成 20年被保護者全国一斉調査」では，保護歴がある世帯は 19.7％，母子世帯は 18.5％であること

と比較しても，本調査や田川調査の受給歴は極端に高い特徴がある。表 6は，生家と独立後の生活

保護受給歴の関係をみたものであるが，生家でも生活保護の受給歴のある者の方が，生家から独立

した後にも生活保護の受給歴があることが明らかに分かる。

さらに，2010年調査に限定されるが，世代間の生活保護受給歴の有無と生活保護受給回数の関係

についてみていこう。

図 1に示すように，世代間の受給歴の有無にかかわらず，今回の受給が「初回」であるという回答

が最も多いが，明らかに世代間の生活保護受給歴のある者の方が，複数回の生活保護受給歴をもつ。

複数回の生活保護の受給歴とは，以下の 2つのケースが考えられる。第 1に，一度は経済的状況が

好転して生活保護廃止に至ったが，再び経済的困窮に陥り，生活保護を受給する場合と，第 2に生

（14） 生活保護制度ではこれまで高等学校への世帯内就学は認められていたものの，高校就学に必要な所
要の費用については扶助費として支給されなかった。2005年度から生活保護法および保護の実施要
領が改正され，高校就学が認められ，所要の費用が生業扶助の「高等学校就学費」として支給される
こととなった。
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図 1 世代間の生活保護受給歴の有無と生活保護受給回数
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注：Fisherの直接法での検定で，1％水準で有意である。

活保護受給は継続しているが，公営住宅転居などを理由に他市から転入し，生活保護受給は「継続」

しながらも，現在の居住地での保護は「開始」となる場合である。
（15）

こうした理由の背景の 1つには，

世代間受給歴がある者は，先述したように労働市場での評価が不利益になる低学歴などの要素を多

く抱えており，たとえ生活保護脱却に至ったとしても，その経済的状況は保護受給のボーダーにい

る可能性は高い。そしてもう 1つは，生活保護受給のスティグマが相対的に弱くなり，保護受給へ

の心理的ハードルが低くなっている可能性である。また，図表には掲載していないが，生活保護の

受給歴は，本人の年齢や就労状況，病気の有無，世帯人員数や 10代の出産経験など他の変数とは相

関がなかった。

2010年調査は，被保護母子世帯の母親の成育歴の情報を持っている。
（16）

表 7から，被保護母子世帯の親

世代も 82.3％が，配偶者との離死別を経験している。そして，成育期に生活保護受給歴（世代間受給歴）

のない母子世帯のうち，その親が離死別して「いない」ケースは 24.2％である。一方，成育期に生活保

護受給歴のある母子世帯の親が離死別して「いない」ケースは 5.9％にすぎない。つまり，成育期に生

活保護受給歴のある世帯のほとんどがひとり親世帯だったかあるいはひとり親世帯を経験している。
（17）

したがって，33.3％（世代間受給歴，親との離死別経験がともにある者/全標本＝ 32/96人）が母子二代

で被保護母子世帯となっている可能性がある。
（18）

（15） 生活保護受給者が転居を繰り返す問題は，道中（2009）pp.59–61を参照のこと。
（16） 母親の子ども時代の成育歴には，単に経済的困窮にとどまらない，家族関係の破綻による離死別経

験や複雑な家庭環境が多くみられる。本調査では，児童養護施設や母子寮で育ち，里親や祖父母に養
育されていた者が 13件（12.5％）見受けられた。また，サラ金など借金や多重債務による自己破産
9件，父母の服役 7件，中国残留孤児三世 3件，外国籍 2件，障害者 2件，暴力団関係 2件など複雑
な家庭での成育歴が確認されている。

（17） 成育期の生活保護受給歴（世代間受給歴）と母子世帯の親の離死別回数には Fisherの直接法での
検定で，有意な関連がある。

（18） 離死別期間と被保護期間が重なっているという前提のもとである。
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表 7 世代間の生活保護受給歴の有無と親との離死別経験回数

なし 1回 2回 合計

世代間受給歴なし
度数 15 18 29 62

％ 24.2 29.0 46.8 100.0

世代間受給歴あり
度数 2 10 22 34

％ 5.9 29.4 64.7 100.0

合計
度数 17 28 51 96

％ 17.7 29.2 53.1 100.0

注：親との離死別経験については，「不明」が 8サンプルある。

表 8 10代の出産経験の有無と母親の学歴，生活保護の受給歴

学歴 生活保護の受給歴
中卒・高
校中退

高卒以上 合計 なし あり 合計

10代出産経験
なし

度数 128 130 258 162 96 258

％ 49.6 50.4 100.0 62.8 37.2 100.0

10代出産経験
あり

度数 46 14 60 28 32 60

％ 76.7 23.3 100.0 46.7 53.3 100.0

合計
度数 174 144 318 190 128 318

％ 54.7 45.3 100.0 59.7 40.3 100.0

注：Pearson のカイ二乗検定で学歴は 1 ％水準，生活保護の受給歴は 5 ％水準で有意である。

　（2） 10代出産の影響

10代出産もまた高卒以上の学歴と成育後の生活保護受給経験に影響を与えている。10代出産を

経験した母親のうち，高校以上の学歴である者は 23.3％にとどまり，生家から独立後の生活保護受

給経験も 53.3％と極めて高い（表 8参照）。このことから，10代での出産経験が，高校進学や卒業

の阻害要因として被保護リスクを引き上げていることが確認できる。

5．多変量解析による分析結果

　（1） 成育後の生活保護受給歴の要因分析

次に，世代間の生活保護受給の連鎖と 10代での出産経験が，成育後の過去の生活保護受給歴に与

える影響を検討する。被説明変数に成育後の生活保護受給歴の有無（あり＝ 1，なし＝ 0）に，説明

変数に本人年齢のほか，生活保護に陥りやすい要因として，世代間の生活保護受給歴ダミー，10代

出産経験ダミー，母親の病気ダミーを用いて，ロジスティック分析を行った。その結果，成育後の

生活保護経験に，世代間の生活保護受給歴と 10代出産経験が有意にプラスの影響を与えることが確

認できた（表 9参照）。

さらに，高卒以上の学歴形成（高卒以上＝ 1，中卒＝ 0）を被説明変数とし，成育期の生活保護経
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表 9 成育後の生活保護受給歴のロジスティック分析

B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp（B）
本人年齢 0.022 0.017 1.614 0.204 1.022

世代間受給歴ダミー（あり＝ 1） 1.842 0.273 45.353 0.000 6.306***

10代出産経験ダミー（あり＝ 1） 0.656 0.335 3.838 0.050 1.927**

母病気ダミー（あり＝ 1） 0.243 0.259 0.886 0.347 1.276

定数 −2.064 0.674 9.386 0.002 0.127***

決定係数 0.23

標本数 318

注：***P< 0.01, **P< 0.05

表 10 高卒以上の学歴のロジスティック分析

B 標準誤差 Wald 有意確率
世代間受給歴ダミー（あり＝ 1） −0.723 0.257 7.909 0.005***

10代出産経験ダミー（あり＝ 1） −1.137 0.334 11.616 0.001***

定数 0.226 0.146 2.404 0.121

調整済み決定係数 0.094

標本数 318

注：***P< 0.01, **P< 0.05

験（世代間受給歴）と 10代出産経験を説明変数にロジスティック分析を行った結果，成育期の生活

保護経験と 10代出産経験が有意にマイナスの影響を与えていることが確認できた（表 10参照）。

　（2） 受給期間に与える影響

次に，先述した諸要因が現在受給している生活保護の受給期間に与える影響を分析した。ここで

記載された「受給期間（月数）」とは，現在保護継続中の生活保護の受給期間であり，人生での累積受

給期間ではない。受給期間（月数）を被説明変数にし，表 11の説明変数をもとに重回帰分析を行っ

た結果，母親の病気や成育期の保護受給経験（世代間受給歴）は影響を与えず，高卒以上の学歴は有

意に期間を短くする一方，母親の年齢は受給期間を長期化する効果が確認できた（表 11参照）。

　（3） 世帯の抱える課題

1）DV，非嫡出子と児童虐待

本調査では児童虐待の経験の有無を記載している。虐待経験は，現在の虐待だけでなく，過去の

経験を含めている。ただし，加害者が前父か母親か，虐待の種類，程度，被害者の児童も特定して

いない。表 1でみるように，児童虐待の経験率は 9.1％（世帯ベース）で，世帯内での経験者が 1人

だけと仮定すると，人員ベースの経験率は最低 4.76％となる。小林ほか（2002）の推計では，2000

年時点の日本の児童虐待罹患率は 0.154％，アメリカでも 1.22％とされている。この数値から試算

された児童虐待の経験率は全児童の 2％前後（杉山 2004）であり，本調査の経験率は最低でも全
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表 11 受給期間の回帰分析

標準化されて
いない係数 標準誤差

標準化係数
ベータ

t値 有意確率
B

（定数） −6.469 8.161 −0.793 0.429

本人年齢 1.363 0.218 0.340 6.238 0.000***

高卒以上ダミー（高卒以上=1） −9.379 3.443 −0.148 −2.724 0.007***

母病気ダミー（病気あり=1） 2.562 3.425 0.041 0.748 0.455

世代間受給歴ダミー（あり＝ 1） −2.290 3.711 −0.034 −0.617 0.538

調整済み決定係数 0.122

標本数 311

注：***P< 0.01, **P< 0.05

表 12 DV経験の有無，非嫡出子の有無と児童虐待の経験

児童虐待経験
合計なし あり

DV経験なし
度数 236 12 248

％ 95.2 4.8 100.0

DV経験あり
度数 53 17 70

％ 75.7 24.3 100.0

合計
度数 289 29 318

％ 90.9 9.1 100.0

非嫡出子なし
度数 241 18 259

％ 93.1 6.9 100.0

非嫡出子あり
度数 48 11 59

％ 81.4 18.6 100.0

合計
度数 289 29 318

％ 90.9 9.1 100.0

注：Pearson のカイ二乗検定で，1 ％水準で有意である。

国平均の 2倍以上となる。

DV経験がある世帯において，児童虐待の発生率は 24.3％と高く，DVと児童虐待の相関は強い

（表 12参照）。
（19）

さらに非嫡出子がいる世帯では同発生率は 18.6％で，非嫡出子と児童虐待の間にも

関係性がみられる。

図 2は，児童虐待経験と非嫡出子，DV経験のパス図にし，共分散構造分析を行い，標準化された

推計値をまとめたものである。非嫡出子と DV経験それぞれが子どもの虐待経験と関係があるが，

その計数は各 0.14と 0.27という数字で，DV経験の方が非嫡出子よりも 2倍の影響があることが分

かる。しかし，数値はいずれも小さく，児童虐待の背景には，その他の要因が大半を占めることが

分かる。

（19） 八木ほか（2007）によれば，DV被害女性の子どもに対する虐待は，身体的虐待は少なく，ネグレ
クト（32.6％）や心理的虐待（45.8％）が多い傾向にある。
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図 2 家族内の困難さの関係
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表 13 母親の病気と子どもの病気の関係

子どもの病気
合計なし あり

母病気なし
度数 130 19 149

％ 87.2 12.8 100.0

母病気あり
度数 109 60 169

％ 64.5 35.5 100.0

合計
度数 239 79 318

％ 75.2 24.8 100.0

注：Pearson のカイ二乗検定で，1 ％水準で有意である。

2）母親と子どもの病気の関係

被保護世帯の母親の罹患率の高さは先述した通りだが，母子の健康状態にも有意に相関関係がみ

られた（表 13参照）。さらに母子間の身体的な疾患数については，相関係数が 0.415となり有意な

相関が確認できた。

　（4） 不利益の蓄積が就業に与える影響

以上，（1）から（3）まで考察してきた課題が，経済的自立の基盤である就労に与える影響をみて

みよう。就労の有無を被説明変数に，説明変数に本人年齢，労働市場において重要な指標となる学

歴，母親の精神疾患の数，世代間の生活保護受給歴，生活保護受給歴をダミーにロジスティック分

析を行った結果，高卒以上の学歴は就業に有意にプラスの影響を与えているが，母親の精神疾患数

は有意にマイナスの影響を与えることが確認できた（表 14参照）。一方，成育期の生活保護受給歴

やこれまでの生活保護受給経験は影響がなかった。表には記載していないが，一般に女性の就業率

に強い影響を与える「末子の年齢」は相関がなく，被保護世帯の場合は「保護の補足性の原理」の

もと稼働能力の活用が強く求められるため，母親の不就労は「子どもが小さいうちは働かない」と

いう理由で仕事をえり好みしているわけではないことが分かる。

さらに，稼働所得を被説明変数にし，稼働所得ゼロの世帯が多いことを考慮し，Tobit分析を行っ

た（表 15参照）。この分析においても，有意だったのは母親の精神疾患数であった。

このことから，被保護母子世帯の就労行動を左右するのは健康と学歴という人的資本が決定的に
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表 14 就労ロジスティック分析

B 標準誤差 Wald 有意確率 Exp（B）
本人年齢 0.004 0.015 0.054 0.817 1.004

高卒以上ダミー（高卒以上=1） 0.517 0.246 4.406 0.036 1.677**

母親の精神疾患数 −1.06 0.236 20.1 0 0.347***

世代間受給歴ダミー（あり＝ 1） 0.18 0.289 0.386 0.535 1.197

生活保護受給歴ダミー（あり＝ 1） −0.261 0.27 0.931 0.335 0.77

定数 −0.287 0.576 0.248 0.618 0.751

調整済み決定係数 0.126

標本数 318

注：***P< 0.01，**P< 0.05

表 15 稼働所得 Tobit分析

標本数=318

尤度比カイ二乗検定 =34.87

有意確率 =0.0000

Log-likelihood=−1813.7208 擬似決定係数=0.0095

係数 標準誤差 t値 P> |T| {95％ Conf. Interval}
本人年齢 933.2142 736.4472 1.27 0.206 −515.763 2382.191

母親の精神疾患数 −53328.4 10230.9 −5.21 0 −73457.9 −33198.9

高卒ダミー 19336.74 11655.83 1.66 0.098 −3596.38 42269.86

cons −37379.4 27651.68 −1.35 0.177 −91784.7 17025.93

/sigma 89106.93 6229.102 76851.03 101362.8

obs.summary: 185 left-censored observations at inc≦ 0

133 uncensored observations

0 right-censored observations

重要であることが確認できた。
（20）

6．データ分析から確認できた事柄

以上の分析でみたように被保護母子世帯には，多くの困難が蓄積し，それが相互に密接に関連し

ていることが確認できた。最後に共分散構造分析の手法を使って，これらの状況を包括的に分析し

てみよう。分析結果はパス図によって示される（図 3参照）。標準化された推計値はすべて有意であ

る。被保護母子世帯が抱えるハンディは，成育期の生活保護経験（世代間受給歴），10代での出産経

験，高卒未満の学歴という過去の出来事に起因する部分が大きい。そして，この 3つの出来事は相

互に密接に影響を与え，貧困の世代間連鎖の可能性を高めている。そして，高卒未満の学歴という

ハンディは，現在の就労においても大きなハンディとなる。学歴のハンディと加齢により生活保護

（20） 釧路調査（中囿 2006）でも，勤労収入は本人年齢，学歴，雇用形態とは有意にプラスの関係がみ
られるが，「末子の年齢」とは無関係という結果であった。
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図 3 被保護母子世帯の抱えるハンディの関係

生活保護受給歴

10 代の出産

高卒以上ダミー 世代間受給歴

受給期間（月数） 母就労ダミー

母親の精神疾患数

母病気ダミー 子病気ダミー

本人年齢 0.35

0.08

e2

e3

e1 e4

e5

0.40

-0.20
-0.16

-0.14

-0.15

-0.24

0.26

0.11

受給期間が長期化することになる。さらに，就労への阻害要因として大きいのは母親の健康である。

この親の健康状態の悪化は，子どもの健康とも相関がある。親子の健康状況の関連性については，

より深い分析が必要であるが，母親の健康悪化が，栄養や生活習慣，食生活といったなんらかのルー

トで子どもの健康悪化につながっている可能性もある。この結果，長期的な子どもの健康状態を悪

化することになれば，健康を通じたさらなる貧困の連鎖の可能性もある。

家庭内では別のハンディもある。DVと児童虐待の間に関連があり，さらに非嫡出子の存在と児

童虐待の間にも関連が確認され，家庭内の課題が累積している状況が分かった。
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7．政策インプリケーション

　（1） 子どもの成育環境の重要性と関連分野と協力した研究手法の開発
本稿では，子どもの成育環境が成長後にも重要な影響を与え，少なくとも被保護母子世帯におい

ては世代間での貧困が連鎖している可能性が高いことが確認できた。しかし，図 3のパス図で示し

たように，被保護母子世帯の抱える様々な重荷の相関関係は確認できても，その因果関係，住宅環

境や地域・近隣環境も含めた複雑な関連性，子どもの連鎖までは明確に分析できず，依然として貧

困連鎖のブラックボックスには未解明の部分が多く残されている。
（21）

こうした限界の克服には，パネ

ルデータのように同一世帯の継続的な観察分析や質的調査が必要であり，
（22）

これらの研究蓄積の上で，

有効な支援政策，プログラム開発がなされるべきであるが，その課題は少なくない。今後，経済学

のみならず多くの関連分野による共同研究が不可欠である。

昨今，子どもの貧困率の上昇や国際比較が注目されているが，一時点の貧困・格差の分析はスナッ

プショット比較にすぎないという Esping-Andersen（2005）
（23）

の指摘もあり，ライフコースにわたる

動態的な研究が不可欠である。こうした研究は，Bradburyらによって精力的に研究が進められて

いる。
（24）

世代間貧困・所得格差や連鎖に関する研究は，心理学，社会学，経済学，社会疫学など様々な研究

分野にまたがっている。
（25）

これらの研究では，貧困連鎖の原因としては，①親子間で伝わる遺伝的要

素と②本稿でも確認したような親の生活状況が子どもの成育環境に与える影響がある。遺伝と環境

のどちらの影響が大きいか，いわゆる「氏か育ちか」は古くから議論されるテーマである。①につ

いて，双生児の研究などから子どもの能力，とくに学力につながる IQは生得的であるという研究

が多い一方で，②の親の生活状態，すなわち幼児期の環境は子どもの成長に重要な影響を与え，ほ

ぼ生涯にわたってその影響が続くという研究も数多くある。Wilkinson and Pickett（2006）は，親

の状況は出産前から子どもに影響を与えており，経済不安，所得格差からくる心理的なストレスは，

妊婦を通じて胎児に影響を与え，ストレスによってもたらされる出生時の低体重は心臓病の発生率

（21） 世代間の貧困連鎖に関する研究手法については，Corcoran（2001），Aber and Ellwood（2001），
Seccombe and Ferguson（2006）を参考にせよ。

（22） 関連分野の研究動向とアプローチについては，小西（2008）がコンパクトにまとめている。
（23） Esping-Andersen（2004）は，親の教育水準，親の所得と子どものリテラシーとの間には強い相関

があることを確認し，親子（父息子）間での格差の連鎖の国際比較を行っている。
（24） たとえば，Bradbury, Jenkins and Micklewright（eds.）（2001）は，低所得世帯における子ども

が翌年にも高い割合で低所得でいること，貧困状態の継続性，経済成長の効果が限定的である可能性
を明らかにしている。

（25） Pinker（2002）は，進化心理学，行動遺伝学，社会生物学，政治哲学，経済学を含めて議論の広が
りを展望している。
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表 16 OECD30カ国の子どものウェルビーイングに関する政策指標の順位

物質的豊かさ 住宅と環境 教育的豊かさ 健康と安全 リスク行動 学校生活の質
1位 ノルウェー ノルウェー フィンランド スロバキア スウェーデン アイスランド
2位 デンマーク オーストラリア 韓国 アイスランド 日本・韓国 ノルウェー
3位 ルクセンブルク スウェーデン カナダ スウェーデン – オランダ
4位 フィンランド アイスランド オランダ デンマーク ノルウェー 英国
5位 オーストリア アイルランド アイルランド チェコ スイス スウェーデン

日本の順位 22位 16位 11位 13位 2位 データなし
出典：OECD（2009）p.23 より筆者作成。

など生涯にわたって健康を悪化させると指摘する。英国では，所得階層によって家族内の口論回数

に大きな差があり，幼少期の家族内の争いといった家族関係の不安定さは，子どもの病気や発達に

影響を与える。英国では，恵まれない環境の家に生まれた子どもは，恵まれた環境に住む子どもに

比較して 3歳時点で 1年の知育の遅れが発生する。

またNisbett（2009）は，親の社会経済的な地位が子どもの遺伝的な能力の発揮を左右するとして

いる。

家族と教育の関係についても多くの研究が進んでいる。「再生産理論」で有名な Bourdieu ほか

（1991）は「文化資本」という概念を使って，本を読む，芸術を鑑賞するといった日々の文化的な関

心や，習慣，すなわち家族の文化的水準もまた子どもの学力格差・教育格差につながり，格差や貧

困の連鎖をもたらすと論じた。教育社会学の分野では，Lareau（2003）は親の学校へのかかわり方

に対する観察や家庭への泊まり込みなどによる観察という参与観察方法を採用している。親と学校

のかかわり，親の子育て方法と子どもの生活分析を行い，階級によって子育て方法が異なることを

確認している。
（26）

　（2） 子どもの成育過程への介入政策の動向と今後の課題
日本の子ども達がおかれている状況はどのように評価できるだろうか。OECD（2009）では，子

どもをめぐる諸環境について，物質的豊かさ，住宅・環境，教育的豊かさ，健康・安全，リスク行

動，学校生活の質から比較している（表 16参照）。日本はほとんどの項目で中位あたりであり，上

位にある国は，やはり子どもの貧困率の低い北欧各国が多く，下位にある国もまた子どもの貧困率

が高い国が多い傾向がある。

子どもの成育環境の整備については，2010年度中に法律案要項の完成を目指して内閣府で「新シ

ステム」の議論が進んでいる。しかし，その議論は，幼保一体サービスの確保とその財源の議論に集

中しがちである。すべての子どもと家庭に最善の環境を保障することを目標にした新システムにお

いては，虐待，障害，不安定な家庭環境といった劣悪な環境にいる子どもたちへのセーフティネッ

（26） Lareau（2003）を参照のこと。
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トの確保，質の高いサービスを確実に保障する仕組みを導入する必要がある。

江戸川区，板橋区，埼玉県，釧路市などの一部の先進的な自治体・福祉事務所では，低所得，母

子，生活保護被保護世帯にいる中学 3年生などに対する生活支援，教育支援が行われているものの，

国の制度としての位置，財政措置も不安定であるため全国的な広がりになっていない。
（27）

先進国のなかでは貧困世帯への包括的な支援を導入している国が増えている。たとえば，アメリ

カのヘッドスタート（Head Start），英国のシュアスタート（Sure Start），カナダのフェアスタート

（Fair Start），オーストラリアのベストスタート（Best Start），
（28）

韓国のウィスタート（We Start）
（29）

などがある。

アメリカは，2200万人の貧困世帯の児童に対して，保健，保育，教育面からの補助支援政策であ

るヘッドスタート計画を 1964年（経済機会法）より実施している。
（30）

受験競争が加熱している韓国でも，出発点における不平等が大きな課題になり，民間団体により

保健・福祉・教育の包括的支援としてウィスタート運動が展開されている。12歳以下の貧困児童・

家庭に対して，ボランティア，自治体，公共機関，保育所，小学校，病院と地域住民が連携して，細

かい支援を行っている。基本事業は，「We Startマウル（＝村・まち）づくり」が，貧困層の子ども

200～300人程度の地域を選定して展開されており，ウィスタート市営センターから保育士や社会福

祉士が困難世帯に派遣され，生活支援や栄養面での指導，就労サポートを行っている。そのほか，地

域児童センターによる教育，福祉，健康への包括的なサポートや，青少年放課後アカデミーによる

低所得世帯の小学校 4年生から中学生 2年までの思春期の子どもたちへのサポートなどが広がって

いる。
（31）

英国でもブレア政権下で，人生のスタートにおいて子どもにベストの環境を保障する目的で，1999

年からシュアスタート（Sure Start）を導入し 10年計画の貧困対策，貧困地域を指定して子どもと

家族を対象にした支援サービスを進め，人生早期における介入政策を進めている。2003年からシュ

アスタート・子どもセンターをさらに拡充し，全国展開が進められ，2004年と 2006年の子ども法

により政策を加速している。
（32）

（27） 板橋区の福祉事務所における取り組みは池谷（2008），釧路市の取り組みは，釧路市福祉部生活福
祉事務所編集委員会（2009）が詳しい。

（28） 詳細な情報はオーストラリア・ビクトリア州DEECD（就学前教育・教育促進局）のホームページ
（http://www.education.vic.gov.au/ecsmanagement/beststart/）を参照せよ。

（29）WはWelfareのW，Eは Educationの Eを意味している。
（30） ヘッドスタート計画の歴史は，添田（2005）が詳しい。
（31） 相馬（2008）参照のこと。
（32） 英国の動向については，埋橋（2009）が詳しい。

　シュアスタートの政策効果評価については The Sure Start Journey A Summary of Evidence

（http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/research/publications/surestartpublications/1983/）
が公表されている。
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さらに注目すべきことは，シュアスタート全国評価（National Evaluation of Sure Start=NESS）

による政策実行，地域分析，費用効果といった評価機構の立ち上げであり，成育の重要性，社会，経

済，地域，家族健康，学力といった面からのプログラムの有効性，費用対効果分析が行われている。
（33）

このように各国で貧困世帯の子どもや家族に対する支援が広がり，さらにそのプログラムをより

効果的にするための評価も進んでいる。この点からみると，日本での世代間の貧困連鎖防止に向け

た政策の進展は遅れているが，政策以前の問題として，実態把握，そして代表性を持ちうる十分な

データ数に基づく実証研究が不足している。本稿で取り上げたデータも特定地域のものにすぎず，

その結果も決して全国を代表しているわけではない。大型研究による事実の把握とそれに基づく政

策，支援プログラムの開発が求められる。

（経済学部教授）

（関西国際大学教育学部教授）

（成蹊大学経済学部准教授）
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